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３．費用の縮減に関する具体的な方針 
３．１ 方針 
3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 
 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 

三次市が管理するトンネルについて集約化・撤去を検討しましたが，重要な道路上の施 
設で，利用者も多く集約先もないため，集約化・撤去は困難な状況です。 
今後は地域実情の変化を考慮し，適宜検討します。 

 
３．２ 目標 
今後，60 年間の維持管理を事後保全型から予防保全型に移行し，トンネルの長寿命化

を図ることにより，約１割（約 11百万円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコ

スト（LCC）が縮減できます。 

また，年度ごとの維持管理費用を平準化させることで，財政に集中的な負担をかけませ 

 ん。（図３-１） 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

図３-１ コスト縮減イメージ 

  

維持管理費用のイメージ 

維持管理費用の平準化 

事後保全型 予防保全型 

 集約化・撤去対象の検討を行った結果，当該施設は山間部に位置し集落間の人流を担
う重要な路線であり，隣接する迂回路を通行した場合，約１１km（所要時間３０分）の
迂回を要し，地域の社会活動等に支障を及ぼすおそれがあることから現時点では集約化
・撤去を行うことが困難である。周辺の状況や施設の利用状況を踏まえて，再度検討を
行う。
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